
掲示第 176 号 

 

認定通関業者の認定の承継の承認について 
 
 
 

下記のとおり認定通関業者の認定の承継を承認したので、関税法第79条

の６において準用する第４８条の２第 6 項の規定に基づき公告する。 
 
 

記 

 

１. 承継を受ける者の氏名又は名称及び住所 

 

通関業者名  サンデン・リテールシステム株式会社 

法 人 番 号  ８０１０００１２０２９０９ 

所  在  地  群馬県伊勢崎市寿町 20 番地 

 

２. 承継前に認定を受けていた者の氏名又は名称及び住所 

 

通関業者名  サンデン・ロジスティクス＆リユース株式会社 

法 人 番 号  ７０７０００１０１３３９２ 

所  在  地  群馬県伊勢崎市寿町 20 番地 
 
 
３. 承継される年月日 
 

 令和 7 年 4 月１日 
 
 
 

        令和 7 年 3 月２７日    東京税関長  原田 健史 

 


